
 
 

デ
ジ
タ
ル
庁 

○ 
 

 
 

 

令
第
十
号 

 

総 
務 

省 
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る

の
規
定
に
基
づ

各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
基
準
の
う
ち
全
て
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
し
て
実
装
す

る
こ
と
が
で
き
る
機
能
の
標
準
を
定
め
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日 

内
閣
総
理
大
臣 

高
市 

早
苗 

総
務
大
臣 

林 
 

芳
正 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に

共
通
す
る
基
準
の
う
ち
全
て
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
し
て
実
装
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
の
標
準
を
定
め

る
命
令 

 

第
一
条 

こ
の
命
令

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る

第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基

各
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
基
準
の
う
ち
全
て
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム



 
 

に
共
通
し
て
実
装
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
の

の

定
め
る
も
の
と
す
る

 
用
語
の

 

第
二
条 

こ
の
命
令

次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

当
該
各
号
に
定

 

一 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム 

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

 

二 

共
通
機
能 

全
て
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
し
て
実
装
で
き
る

シ
ス
テ
ム

に
個
別
に
実
装
す
る
場
合
を
除

次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲

 

イ 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
と
情
報
提
供
等
記
録
開
示

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

に
規
定
す
る
も

連
携
を
行
う

 

ロ 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

他
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に

を
送
信
又
は
他
の
地
方
公
共
団

体
情
報
シ
ス
テ
ム
か
ら

を
受
信
す
る
こ
と
を
効
率
的
か
つ
円
滑
に
行
う

 



 
 

ハ 

庁
内
で
管
理
す
る

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
者

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
化
対
象
事
務
を
定
め
る
政
令
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁

令
・
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令

令
和
四
年
デ
ジ
タ
ル
庁･

第
三
条
各
号
に
規
定

す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
シ
ス
テ
ム
以
外
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
を

以
下
同

正
確
に
把
握
す
る
た
め
の
住
登
外
者
宛
名
番
号

住
登
外
者
を
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
特

定
す
る
た
め
の
番
号

以
下
同

を
付
番

及
び
管
理
す
る

 

ニ 

団
体
内
統
合
宛
名
番
号

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
個
人
を
特
定
す
る
た
め
の
番
号

第
七
条
第
一
項
に
お

い
て
同

を
付
番

及
び
中
間

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機

以
下
同
じ

連
携
す
る

 

ホ 

地
方
公
共
団
体
の
職
員
が
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の

を

は
出
力
す
る
機
能



 
 

E
U
C

 
ヘ 
複
数
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
と
連
携

共
通
し
て
収
納
管
理
を
行
う

 

ト 

複
数
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
と
連
携

共
通
し
て
滞
納
管
理
を
行
う

 

三 

機
能
要
件
の
標
準 

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
能
等
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
の
た

め
の
統
一
的
な
基
準
を
定
め
る
べ
き
情
報
シ
ス
テ
ム
の
機
能
に
関
す
る
要
件
を
規
定

 

四 

項
目
定
義 

共
通
機
能
で
管
理
す
る

の
項
目

及
び
属
性
に
関
す
る
要

件
等
を
規
定

 

の

 
 

第
三
条 

共
通
機
能
の
標
準

次
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
定
め
る
と
お
り
と

 

申
請
管
理
機
能
の

 
 



 
 

第
四
条 

申
請
管
理
機
能
の
機
能
要
件
の
標
準
は
次

細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
に
つ
い

て
は
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定

 

一 

申
請

を
取
り
込
む
機
能
を
備

 

二 

申
請
者
を
識
別
す
る
た
め
に
用
い
る
情
報
を
保
持
し

申
請

の
個
人
番
号

用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明

書

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定

の
発
行
の
番
号
を
宛
名
番
号

に
お
い
て

業
務
ご
と
に
個
人
又
は
法
人
を
特
定
す
る
た
め
の
番
号

に
変
換
す
る
機
能
を
備

 

三 

申
請
結
果
の
登
録
に
係
る
機
能
を
備

 

四 

申
請

及
び
審
査
結
果
の
出
力
に
係
る
機
能
を
備

 

五 

申
請
者
を
識
別
す
る
た
め
に
用
い
る
情
報
の
管
理
に
係
る
機
能
を
備

 

六 

連
携
す
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
を
手
続
ご
と
に
管
理
す
る
機
能
を
備

 

七 

操
作
権
限
の
管
理
に
係
る
機
能
を
備

 



 
 

２ 
申
請
管
理
機
能

前
項
で
定
め
る
機
能
要
件
の
標
準
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

項
目

当
該

項
目
の
属
性
及
び

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
地

方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
基
準
の
う
ち
電
磁
的
記
録
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
及
び
符
号
の
相
互
運
用
性

の
確
保
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
互
換
性
の
確
保
に
関
す
る
標
準
を
定
め
る

八
年
デ
ジ

タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
八
号

要
件
・
連
携
要
件
の
標
準
を
定
め
る
命
令

第
二
条
第
五
号
に

規
定
す
る
文
字
要
件

以
下
同

従
い
項
目
定
義
に
規
定
す
る

を
単
位
に
し
て
入
出
力
で
き
な
け

そ
の
他
の
細
目

項
目
定
義
と
し
て
内
閣
総
理

大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定

 

 

連
携
機
能
の

 

第
五
条 

庁
内

連
携
機
能
の
機
能
要
件
の
標
準
は
次

細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日

に
つ
い
て
は
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定

 

一 
A
P
I

を
利
用
す
る

利
用
側
業
務
シ
ス
テ
ム

利
用
側
業



 
 

務
シ
ス
テ
ム
か
ら

を
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム

業
務

に
対
し
て
行
う
連
携

の
要
求
に
対
す
る
応
答
の
結
果
を
用
い
て
オ
ン
ラ
イ
ン
処
理
が
必
要
と
な
る
即
時
的
な
連
携

次
項
に
お
い
て
同

係
る
機
能
を
備

 

二 

要
件
・
連
携
要
件
の
標
準
を
定
め
る
命
令
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

連

携

次
項
に
お
い
て
同

係
る
機
能
を
備

 

三 

そ
の
他
告
示
で
定
め
る
機
能
を
備

 

２ 

庁
内

連
携
機
能

第
七
条
第
三
項
の
規
定
を
除

A
P
I

連
携
又
は

連
携

詳
細

な
技
術
仕
様

内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
と

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
が
地

方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
以
外
の
シ
ス
テ
ム
と

を
連
携
さ
せ
る
場
合
も
同
様

 

の

 
 

第
六
条 

住
登
外
者
宛
名
番
号
管
理
機
能
の
機
能
要
件
の
標
準
は
次

細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合

基
準
日
に
つ
い
て
は
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定

 



 
 

一 

住
登
外
者
宛
名
番
号
の
管
理
に
係
る
機
能
を
備

 
二 
住
登
外
者
の
名
寄
せ

住
登
外
者
宛
名
番
号
管
理
機
能
に
お
い
て

同
一
人
に
つ
い
て
二
以
上
の
登
録
情
報
を
有
す
る

場
合
に
こ
れ
を
集
約

に
係
る
機
能
を
備

 

三 

操
作
権
限
の
管
理
に
係
る
機
能
を
備

 

２ 

住
登
外
者
宛
名
番
号
管
理
機
能

前
項
で
定
め
る
機
能
要
件
の
標
準
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

項
目

当
該

項
目
の
属
性
及
び
文
字
要
件
に
従

項
目
定
義
に
規
定
す
る

を
単
位
に
し
て
入
出
力
で
き
な
け
れ

そ
の
他
の
細
目

項
目
定
義
と
し
て
内
閣
総
理
大

臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定

 

３ 

住
登
外
者
宛
名
番
号
管
理
機
能

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
以
外
の
シ
ス
テ
ム
が
住
登
外
者
宛
名
番
号
を
利
用

住
登
外
者
を
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

住
登
外
者
宛
名
番
号
の
付
番
及
び
取
得

 

の

 

第
七
条 

団
体
内
統
合
宛
名
機
能
の
機
能
要
件
の
標
準
は
次

細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日



 
 

に
つ
い
て
は
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定

 
一 
団
体
内
統
合
宛
名
番
号
の
付
番
管
理
並
び
に
団
体
内
統
合
宛
名

地
方
公
共
団
体
が
統
一
的
に
管
理
す
る
個
人
の

住
所
そ
の
他
の
基
本
情
報
を
い
う

の
管
理
及
び
検
索
を
行
う
た
め
の
機
能
を
備

 

二 

中
間

と
連
携
を
行
う
た
め
の
機
能
を
備

 

三 

操
作
権
限
の
管
理
に
係
る
機
能
を
備

 

２ 

団
体
内
統
合
宛
名
機
能
は

前
項
で
定
め
る
機
能
要
件
の
標
準
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

項
目

当
該

項
目
の
属
性
及
び
文
字
要
件
に
従

項
目
定
義
に
規
定
す
る

を
単
位
に
し
て
入
出
力
で
き
な
け
れ
ば
な

そ
の
他
の
細
目

項
目
定
義
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
及

び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定

 

３ 

団
体
内
統
合
宛
名
機
能
と
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
と
の

ス

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

機
構
が
作
成
す
る
中
間

の
外
部

仕
様
に
準
拠

実
装

 

４ 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム

中
間

と
当
該

が
規
定
す
る
外
部

ス
を
利
用
し



 
 

て
連
携
す
る

を
経
由
し
て
連
携

中
間

と
の
連
携
の

中
間

か
ら
取
得
し
た

U
R
L

上
で
情
報
が
格
納
さ
れ
て
い
る
場
所
を
示
す
た
め
の
文
字

列

元
に

H
T
T
P

業
務
シ
ス
テ
ム
と
利
用
側
業
務
シ
ス
テ
ム
間
の
通
信
を
定
義
す
る
プ
ロ
ト
コ
ル
を

を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
こ
の
限

 

E
U
C

機
能
の
標
準

 
 

第
八
条 

E
U
C

機
能
の
機
能
要
件
の
標
準
は
次

細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
に
つ
い
て
は

内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定

 

一 

の
抽
出
に
係
る
機
能
を
備

 

二 

出
力
に
係
る
機
能
を
備
え
る
こ
と

 

三 

操
作
権
限
の
管
理
に
係
る
機
能
を
備
え
る
こ
と

 

２ 
E
U
C

機
能

原
則

要
件
・
連
携
要
件
の
標
準
を
定
め
る
命
令
第
二
条
第
四
号
に
定
め
る
基
本

リ
ス
ト
に
定
め
る

項
目
を
参
照

こ
の
場
合
に
お
い
て

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区



 
 

分
に
応

当
該
各
号
に
掲
げ
る

項
目
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 
一 
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す
る
事
業
者

複
数
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
と
一
体
的
にE

U
C

機

能
を
提
供
す
る
場
合 

当
該
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
内
の
基
本

の

項
目 

二 

要
件
・
連
携
要
件
の
標
準
を
定
め
る
命
令
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
機
能
別
連
携
仕
様
に
基
づ
く
連
携
を
行

う
場
合 

当
該
連
携
に
基
づ
き
取
得
し
た

項
目 

３ 

前
項
に
基
づ
き

項
目
を
参
照
す
る

の
各
号
に
掲
げ
る

項
目
に
応

当
該
各
号
に
掲

げ
る
属
性
及
び
文
字
要
件
に
従

 

一 

基
本

に
定
め
る

項
目 

要
件
・
連
携
要
件
の
標
準
を
定
め
る
命
令
第
三
条
に
定
め
る
当

該

項
目
に
対
応
す
る
属
性
及
び
同
令
第
四
条
に
定
め
る
文
字
要
件 

二 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

項
目 

E
U
C

機
能
と
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
が
定
め
る

属
性
及
び
文
字
要
件 

三 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る

項
目 

当
該

項
目
を
取
得
し
た
提
供
側
業
務
シ
ス
テ
ム
が
定
め
る
属
性
及
び
文



 
 

字
要
件 

４ 

基
本

を
参
照
す
る

業
務
シ
ス
テ
ム
で
管
理
す
る
全
て
の

又
は
最
新
の

を
利
用
側
業
務
シ
ス
テ
ム
に
連
携

方
法

更
新
日
時
等
を
活
用
し
た
差
分
連

業
務
シ
ス
テ
ム
か
ら
利
用
側
業
務
シ
ス
テ
ム
に
前
回
連
携
し
た

か
ら
追
加
又
は
変
更

を
連
携

方
法

 

の

 
 

第
九
条 

統
合
収
納
管
理
機
能
の
機
能
要
件
の
標
準
は
次

細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
に

つ
い
て
は
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定

 

一 

賦
課
及
び
収
納
の
情
報
の
管
理
に
係
る
機
能
を
備

 

二 

入
金
及
び
消
込
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 

三 

口
座
振
替
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 

四 

還
付
及
び
充
当
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 



 
 

五 

延
滞
金
の
管
理
及
び
計
算
等
に
係
る
機
能
を
備

 
六 
督
促
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 

七 

決
算
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 

八 

調
停
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 

九 

納
付
書
の
交
付
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 

十 

各
種
納
税
証
明
書
及
び
納
付
証
明
書
の
発
行
に
係
る
機
能
を
備

 

十
一 

統
計
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 

十
二 

基
準
と
な
る
帳
票
を
出
力
す
る
機
能
を
備

 

十
三 

そ
の
他
告
示
で
定
め
る
機
能
を
備

 

２ 

統
合
収
納
管
理
機
能

前
項
で
定
め
る
機
能
要
件
の
標
準
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

項
目

当
該

項
目
の
属
性
及
び
文
字
要
件
に
従

項
目
定
義
に
規
定
す
る

を
単
位
に
し
て
入
出
力
で
き
な
け
れ
ば
な

そ
の
他
の
細
目

項
目
定
義
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
及



 
 

び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定

 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
統
合
収
納
管
理
機
能
を
実
装
す
る
場
合
は

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
基
づ
き
収

納
管
理
を
行
う
機
能
を
実
装

 

の
 

第
十
条 

統
合
滞
納
管
理
機
能
の
機
能
要
件
の
標
準
は
次

細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
に

つ
い
て
は
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定

 

一 

滞
納
者
の
情
報
の
管
理
に
係
る
機
能
を
備

 

二 

催
告
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 

三 

滞
納
者
に
対
す
る
交
渉
経
過
の
管
理
に
係
る
機
能
を
備

 

四 

分
割
納
付
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 

五 

徴
収
及
び
換
価
の
猶
予
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 

六 

財
産
調
査
に
係
る
機
能
を
備

 



 
 

七 

滞
納
処
分
に
係
る
機
能
を
備

 
八 
時
効
の
管
理
に
係
る
機
能
を
備

 

九 

不
能
欠
損
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 

十 

交
付
の
処
理
に
係
る
機
能
を
備

 

十
一 

基
準
と
な
る
帳
票
を
出
力
す
る
機
能
を
備

 

十
二 

そ
の
他
告
示
で
定
め
る
機
能
を
備

 

２ 

統
合
滞
納
管
理
機
能

前
項
で
定
め
る
機
能
要
件
の
標
準
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る

項
目

当
該

項
目
の
属
性
及
び
文
字
要
件
に
従

項
目
定
義
に
規
定
す
る

を
単
位
に
し
て
入
出
力
で
き
な
け
れ
ば
な

そ
の
他
の
細
目

項
目
定
義
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
及

び
総
務
大
臣
が
告
示
で
定

 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
統
合
滞
納
管
理
機
能
を
実
装
す
る
場
合
は

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
基
づ
き
滞

納
管
理
を
行
う
機
能
を
実
装
し
た
も
の
と
み
な
す

 



 
 

の
標
準
の

 

第
十
一
条 
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す
る
事
業
者

共
通
機
能
を
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
に
適

合
す
る
シ
ス
テ
ム
と
一
体
的
に
提
供
す
る
場
合

当
該
共
通
機
能
の
実
装
方
法

第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
の

規
定

当
該
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す
る
事
業
者
が
行
う
方
法
に
よ
り
行

 
 
 
 

附 

則 

 

第
一
条 

こ
の
命
令

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

 

 

の
標
準
に
係
る

 

第
二
条 

申
請
管
理
機
能
の
実
装

当
分
の

第
四
条
の
規
定

申
請
管
理
機
能
を
有
す
る
シ
ス
テ
ム

次
項
に
お
い
て

申
請
管
理

構
築
に
関
し
総
務
省
が
作
成
し
た
仕
様
書
に
よ
る
こ
と
が
で
き

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
場
合

要
件
・
連
携
要
件
の
標
準
を
定
め
る
命
令
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
機
能
別
連



 
 

携
仕
様

申
請
管
理
機
能
を
申
請
管
理
シ
ス
テ
ム
と
読
み
替
え
て
適
用

 

 

の
標
準
に
係
る

 

第
三
条 

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
地
方
公
共
団
体
が
利
用
す
る
共
通
機
能

こ
の
命
令
の
施
行
の

次
条
に
お
い
て

以
降
第
四
条
第

第
九
条
第
一
項
及
び
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
機
能
要
件
の
標
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
内
閣
総
理
大

臣
及
び
総
務
大
臣
が
認
め
る
地
方
公
共
団
体
の
共
通
機
能
に
係
る
機
能
要
件
の
標
準
の
経
過
措
置

内
閣
総
理

大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定

 

 

に
適
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
共
通
機
能
に
関
す
る

 

第
四
条 

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
地
方
公
共
団
体
が
利
用
す
る
共
通
機
能

共
通
機
能
の
標
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
困

難
な
も
の
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
認
め
る
地
方
公
共
団
体
の
共
通
機
能

命
令
の
規
定

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
日
か
ら
適
用
す

 
 
 


